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香芝市議会委員会条例の一部を改正する条例

香芝市議会委員会条例（平成４年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。

第２条に次の１項を加える。

３ 所管が複数の常任委員会に分かれている事項については、適宜いずれかの

常任委員会において所管する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


